
化学物質の自律的な管理に当
たり知っておきたいことなど
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法令改正内容のまとめ



法令改正内容のまとめ



法令改正内容のまとめ



リスクアセスメント対象物質を使用してい
たら 主な実施事項(フロー図)
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リスクアセスメント対象物一覧のリスト | 1-
3.リスクアセスメント対象物に該当するか確
認 | 事業者が実施すること | 職場の化学物質
管理総合サイト | ケミサポ



職場のあんぜんサイト：化学物質：GHSのシンボルと名称
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ghs_symb
ol.html

化学物質の危険有害性の特徴に応じて、9種類の
絵表示が表示されています（GHSラベル）。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ghs_symb


詳細

一般的な労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制

化学物質使用における安全衛生管理体制(例)

＊職長教育の対象業種拡大(食料
品製造業)、雇入れ時教育の項目
拡大などがあります。

今日の話



製造 取扱いのみ







職場の見やすい箇所に氏名を掲示すること等により関係労働者に周知してく
ださい。
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職長教育 北見労働基準協会で１月に開催予定
電話 0157-57-6038

















新たにとは規則施行後となりますが、根拠条文の安衛則第34条の２の７
は平成28年６月から施行され、その後現在の条文に改定されております。
また、リスクアセスメント対象物質は段階的に追加されています。

定期的にSDSの更新情報を確認してください！











職場のあんぜんサイト：化学物質：化
学物質のリスクアセスメント実施支援





















化学物質リスクアセスメントについて｜厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55176.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55176.html
















化学物質による労働災害防止のための新たな規制について｜厚生労働省











〇型式検定合格標章のある呼吸用保護具を使用しましょう。
〇フィルターの性能や防護係数を確認し、作業に適したものを選択しましょう。
〇フィルター(ろ過材)は定期に交換しましよう。吸収缶は破過時間を確認し破過する前に交換しましょう。
〇作業者のマスクの顔面へのフィッテングを確認し、指導・教育しましょう。


